
 

 

 四日市市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和元年１０月４日  

四日市市長  森  智 広  

四日市市条例第３５号  

四日市市印鑑条例の一部を改正する条例 

 四日市市印鑑条例（昭和５９年四日市市条例第１５号）の一部を次のように改正す

る。  

 

改正後  改正前  

（登録資格）  （登録資格） 

第２条 印鑑の登録を受けることができ

る者は、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号。以下「法」という。）に

基づき、本市が備える住民基本台帳に

記録されている者とする。 

 

（登録印鑑） 

第５条 （略） 

２ 市長は、登録印鑑は次の各号に該当

するときは、当該印鑑を登録しないも

のとする。 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏

名、氏、名、旧氏（住民基本台帳法

施行令（昭和４２年政令第２９２号。

以下「令」という。）第３０条の１３

に規定する旧氏をいう。以下同じ。）

若しくは通称（令第３０条の１６第

１項に規定する通称をいう。以下同

じ。）又は氏名、旧氏若しくは通称の

一部を組み合わせたもので表してい

ないもの 

(2) 職業、屋号、資格その他氏名、旧

第２条 印鑑の登録を受けることができ

る者は、住民基本台帳法（昭和４２年

法律第８１号。以下「法」という。）に

基づき、本市の住民基本台帳に記録さ

れている者とする。 

 

（登録印鑑） 

第５条 （略） 

２ 市長は、登録印鑑は次の各号に該当

するときは、当該印鑑を登録しないも

のとする。 

(1) 住民基本台帳に記録されている氏

名、氏、名若しくは通称（住民基本

台帳法施行令（昭和４２年政令第２

９２号）第３０条の２６第１項に規

定する通称をいう。以下同じ。）又は

氏名若しくは通称の一部を組み合わ

せたもので表していないもの 

 

 

 

(2) 職業、屋号、資格その他氏名又は



 

 

氏又は通称以外の事項を表している

もの 

 (3)から(6)まで （略） 

３ 市長は、前項第１号及び第２号の規

定にかかわらず、外国人住民（法第３

０条の４５に規定する外国人住民をい

う。以下同じ。）が住民票の備考欄に記

載がされている氏名のカタカナ表記又

はその一部を組み合わせたもので表さ

れている印鑑により登録を受けようと

する場合には、当該印鑑を登録するこ

とができる。 

 

（印鑑登録） 

第６条 市長は、印鑑登録の申請につい

て確認をしたときは、印鑑登録票に印

影のほか次の各号に掲げる事項を登録

するものとする。 

(1)及び(2) （略） 

(3) 氏名（氏に変更があった者に係る

住民票に旧氏の記載がされている場

合にあっては、氏名及び当該旧氏、

外国人住民に係る住民票に通称の記

載がされている場合にあっては、氏

名及び当該通称） 

 (4)及び(5) （略） 

(6) 外国人住民が住民票の備考欄に記

載がされている氏名のカタカナ表記

又はその一部を組み合わせたもので

表されている印鑑により登録を受け

る場合にあっては、当該氏名のカタ

カナ表記 

通称以外の事項を表しているもの 

 

(3)から(6)まで （略） 

３ 市長は、前項第１号及び第２号の規

定にかかわらず、外国人住民（法第３

０条の４５に規定する外国人住民をい

う。以下同じ。）が住民基本台帳の備考

欄に記録されている氏名のカタカナ表

記又はその一部を組み合わせたもので

表されている印鑑により登録を受けよ

うとする場合には、当該印鑑を登録す

ることができる。 

 

（印鑑登録） 

第６条 市長は、印鑑登録の申請につい

て確認をしたときは、印鑑登録票に印

影のほか次の各号に掲げる事項を登録

するものとする。 

 (1)及び(2) （略） 

(3) 氏名（外国人住民に係る住民基本

台帳に通称が記録されている場合に

あっては、氏名及び通称） 

 

 

 

 (4)及び(5) （略） 

(6) 外国人住民が住民基本台帳の備考

欄に記録されている氏名のカタカナ

表記又はその一部を組み合わせたも

ので表されている印鑑により登録を

受ける場合にあっては、当該氏名の

カタカナ表記 



 

 

 

（印鑑登録の消除） 

第１２条 市長は、登録者について次の

各号のいずれかに該当したときは、印

鑑の登録を消除するものとする。 

 (1)から(3)まで （略） 

(4) 氏名、氏（氏に変更があった者に

あっては、住民票に記載がされてい

る旧氏を含む。）又は名（外国人住民

にあっては、通称又は氏名のカタカ

ナ表記を含む。）の変更により登録し

ている印鑑が第５条第２項第１号の

規定に該当したことを市長が知った

とき。 

 (5)及び(6) （略） 

２（略）  

 

（印鑑登録の消除） 

第１２条 市長は、登録者について次の

各号のいずれかに該当したときは、印

鑑の登録を消除するものとする。 

 (1)から(3)まで （略） 

(4) 氏名、氏又は名（外国人住民にあ

っては、通称又は氏名のカタカナ表

記を含む。）の変更により登録してい

る印鑑が第５条第２項第１号の規定

に該当したことを市長が知ったとき

。 

 

 

 (5)及び(6) （略） 

２ 略 

  

   

附 則  

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。  

（市民文化部市民課）  


